
 

１ 開会 

（会長） 

 半数以上の委員が出席しているため、新城市地域自治区条例第８条第３項

の規定を満たしており、会議が成立していることを報告した。  

 今回の会議録署名人は飛安章智委員と河口利幸委員となることを報告した。 

 

２ 報告 

（１）令和７年度地域自治区予算事業における各グル－プの実施状況の確認

を事務局が実施した。 

（２）令和７年度に建議した舟着小学校コンビネーション遊具の施工変更の

報告をした。遊具の階段・滑り台部分を撤去して支柱で補強する方法ではな

く、コンビネーション遊具を全撤去した上で新たにブランコ（２連）を新設

する方針を報告した。  
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荒川浩幸、河口利幸、鈴木 仁、加藤春夫、山口和夫、古田 忍、 

豊田幸応、山下健次、原 達也、樋口義治、廣瀬秀雄、飛安章智、 

櫻井利昭、池田嘉子、清水幸代 
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１ 開会 

２ 報告 

（１）令和７年度地域自治区予算事業における実施状況（事務局説明） 

（２）舟着小学校コンビネーション遊具の施工変更 

３ 説明 

令和８年度地域活動交付金審査 

４ 議事 

（１）地域活動交付金審査会の傍聴定員 

（２）地域活動交付金審査会の一部非公開 

（３）地域活動交付金審査会最終審議における委員退室 

（４）令和８年度舟着地域協議会の委員構成 

５ その他 



３ 説明 

 令和８年度地域活動交付金審査の全体の流れを説明した。前年度に決定し

たプレゼンテーション時間７分、質疑応答時間５分は今回も同様にすること

とした。 

 

４ 議事 

（１）地域活動交付金審査会の傍聴定員 

 新城市地域自治区地域協議会が行う会議に関する傍聴要領第２条により傍

聴人の定員は１０人以内と定められているが、今回の審査会については、傍

聴の定員は定めないこととした。 

 

（２）地域活動交付金審査会の一部非公開 

新城市地域自治区条例第８条６項により地域協議会の「会議は、公開する。」

ことを原則としているが、審査会最終審議は、採択・不採択に関わる協議で

あり、委員の率直な意見交換が必要になることから、非公開とすることとし

た。 

 

（３）地域活動交付金審査会最終審議における委員退室 

審査については舟着地域自治区地域活動交付金審査基準第２条２項により

公平性を考慮して活動団体の構成員として委員が活動している場合には、公

開審査における採点をしないことになっており、最終審議の際もこれに合わ

せて、一次退室することとした。また、対象構成員は、企画書「別紙４」に

掲載されている構成員のみとし、別添会員名簿までは対象としないこととし

た。 

 

（４）令和８年度舟着地域協議会の委員構成 

 令和８年度の舟着地域協議会の委員構成は、今年度と同様に１７人以内と

した。また区長・副区長枠や推薦枠の内訳も今年度と同様とした。 

 

  



その他 

次回は地域活動交付金審査会を２月１５日（日）午前９時から塩沢構造改

善センターでの開催することを伝えた。 

 

※この協議会後、令和８年度地域活動交付金審査の事前勉強会を実施した。 

（配布資料） 

次第、コンビネーション遊具の変更、審査当日の流れ、審査スケジュール、 

審査できない委員、舟着地域協議会委員構成の経過、 

第８回地域公共交通意見交換会、林防連携講演会  
 


